
幼 稚 園 教 諭 免 許 状 取 得 方 法

既に他校種（小学校、中学校
または高等学校のいずれか）
の普通免許状を所有している

幼稚園の臨時免許状の授与を受け、
幼稚園で教員経験がある

これから幼稚園の教員養成課程の有
る大学に入学し、単位を修得する

※過去に幼稚園の教員養成課程の
有る大学に在籍し、単位を一部修得
済である場合も含む

幼稚園または小学校での教
員経験が３年以上ある

別表第１

いいえ

はい

小学校の普通免許状を所有し
ている

別表第１ or 別表第３

【別表第１】 学位＋教職課程を有する大学等での単位修得により幼稚園教諭（専修、１種、２種）の免許状を取得する
※所有する他校種普通免許状を取得した際の単位を流用し、これから修得すべき単位数を少なくする場合も含む
【別表第３】 幼稚園臨時免許状での勤務経験に応じた単位数を修得することにより、幼稚園教諭２種免許状を取得する
【別表第８】 幼稚園または隣接校種（小）での勤務経験により、幼稚園教諭２種免許状を取得する
【附則第18項】 保育士として３年以上かつ4,320時間以上の勤務経験＋必要単位数（８単位）の修得により、幼稚園教諭（１種・２種）免許状を取得する

別表第１ or 別表第８

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

幼稚園教諭の普通免許状を
取得する方法を図にしたもの
ですが、教職経験年数やこ
れまでの単位修得状況によ
り、どの方法を選択するのが
ベストなのかは個人ごとに異
なりますので、この図はあくま
でも「参考」としてください。

【この図について】

附則第18項保育士資格を有し、保育士として３年以上かつ4,320時間以上の勤務経験がある
※認可保育所等の対象施設に限る

いいえ

いいえ

※令和６年度末（令和
７年３月31日）までの
期限付き特例

※はじめて幼稚園教諭の普通免許状を取得する場合


